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中山間地域条例の制定
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中山間地域における持続可能な地域社会の形成に関する条例（H31.3.15施行）

「富山県中山間地域創生総合戦略」の策定（R2.3）

〇議員提案により、中山間地域に持続可能な新たな地域社会の形成を図り、県民全体

の生活の安定向上及び本県経済の安定に寄与することを目的として制定

〇条例第６条第１項：知事は、第３条に規定する基本方針を踏まえ、中山間地域創生総合戦略を定めるもの

とする。

〇第１期総合戦略の期間は令和２年度から令和６年度まで

中山間地域対策課の創設(H31.４)、中山間地域サポートセンターの開設（R元.10）

〇中山間地域に係る幅広い課題に対し、部局横断的に対応する課として創設

○県民からの中山間地域に関する相談に対応するワンストップ型相談窓口として、「中山間地域サポートセン

ター」を開設(R元.10)

○専門スタッフ「地域コンシェルジュ」と地区担当職員が、市町村とも連携したきめ細かな集落支援活動を実施

第１章 総合戦略策定の趣旨等



（目的）
第１条 この条例は、中山間地域において、人口の著しい減少、急速な

高齢化の進展等に対処し、住民が豊かな生活を安心して営むことがで
きる地域社会を創造するための施策（以下「中山間地域施策」とい
う。）の推進に関し、その基本方針、県が講ずべき中山間地域施策を
総合的かつ計画的に実施するための計画（第６条において「中山間地
域創生総合戦略」という。）の策定その他の事項を定めることによ
り、中山間地域に持続可能な新たな地域社会の形成を図り、もって県
民全体の生活の安定向上及び本県経済の安定に寄与することを目的と
する。

◇「富山県中山間地域における持続可能な地域社会の形成に関する条例」（抜粋）

条例全文はこちらから

（基本方針）
第３条 県の中山間地域施策を推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本方針として、

効果的にこれを行うものとする。
（１）県の関係部局相互間の密接な連携の下に、分野の異なる施策相互の有機的な連携

を図り、総合的な取組として推進すること。
（２）市町村との緊密な連携及び協力の下に、推進するよう努めること。
（３）それぞれの地域における自然的、経済的及び社会的な特性に応じた柔軟な措置及

び支援を行い、かつ、住民の主体性が十分に発揮されるよう配慮すること。
（４）地域の課題の解決に向けた、 住民の取組並びに多様な主体の連携及び協働を促進

すること。
（５）若者、高齢者等が、地域社会を構成する一員として、社会経済活動に参加するこ

とを促進すること等により、全ての世代の人々の活躍を推進すること。
（６）独自性及び多様性に富んだ地域づくりを推進し、他の地域との間の交流の拡大を

図ること。
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県条例の中山間地域の定義（条例第２条）

4

自然条件や地理的条件が不利な地域に対して、地域振興や活性化を促進することを目的とし

た法律等（下表参照）により定義された地域を、「中山間地域」として指定

関係法令等の名称 指定地域名

① 山村振興法 振興山村地域

② 半島振興法 半島振興対策実施地域

③ 特定農山村地域における農林業等の
活性化のための基盤整備の促進に
関する法律

特定農山村地域

④ 過疎地域の持続的発展の支援に関する
特別措置法

過疎地域

⑤ 棚田地域振興法 指定棚田地域

⑥ ①～⑤に類する地域
（中山間地域等直接支払制度）

知事特認地域

【参考】農林水産省における「中山間地域」の定義

「農業地域類型区分のうち、中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域」

※農業地域類型は、林野率や耕地率の大小の違いによって定められたもの

中山間地域の定義は、都道府県、事業によって異なる。

第１章 総合戦略策定の趣旨等



県条例の定める中山間地域（R6.4.1現在）
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第１章 総合戦略策定の趣旨等

※旧旧市町村界は、農林統計上の区分
※国土交通省国土政策局「国土数値情報（行政区域データ）」をもとに県が編集・加工



第２章 中山間地域の現状と課題

１ 中山間地域の多面的機能
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区分 機能名 役割

県土の保全

洪水防止機能 ほ場整備の畦畔整備により水田の貯留機能が向上し、洪水被害の防止に寄与

土砂侵食崩壊防止

機能

農地が耕作されることにより土壌侵食の抑制に寄与

山間地の水路が維持されることにより山地崩壊防止に寄与

生活環境の改善

水質浄化機能 生活排水等の処理施設により害虫の発生防止、水質浄化に寄与

地域用水機能 農業用水は火災時の消化や冬期の消流雪に寄与

産業誘致・生活道路等機能
農道が整備されることにより、地域の利便性の向上や、産業誘発等の地域活性化に

寄与

自然環境の保全

地下水涵養機能 水田の水は地下に浸透し、地下水の涵養や河川等の流況安定に寄与

クリーンエネルギー機能
農業用水を利用した水力発電は、化石燃料を使わないエネルギーを提供し、CO2削除

に寄与

気候緩和機能 水田は夏期の気温を抑え、冷房経費の節減に寄与

生態系保全機能
農業用排水路やため池を適正に保全管理することにより、水性動植物の生態系の保全

に寄与

保健休養・遊び リフレッシュ・癒し機能
水や緑に恵まれたため池やダム、用排水路等は、心のやすらぎや自然とのふれあいの

場の提供に寄与

伝統文化の保全・

継承
伝統文化の保全・継承機能

農村の集落機能を維持することによって、古くから伝わる祭りなどの 伝統文化の継承

に寄与

事業の実施により貴重な埋蔵文化財の発見・発掘が行われ、地域の 歴史・文化の

解明に寄与

情操教育 自然学習機能 農業水利施設の歴史や豊かな自然は、学習教材の提供に寄与

■多面的機能の例

【資料】県農村整備課調べ



第２章 中山間地域の現状と課題

２ 人口 ①人口の動向
〇県全体と比較すると中山間地域の人口減少のスピードは速い。
人口シェア率は2015年では22％が2045年では17％に減少。

【資料】「国勢調査（総務省）」、「地域の農業を見て・知って・活かすＤＢ、将推計人口（H30年推計）男女・年齢別人口(農林水産省）」をもとに県中山間地域対策課が作成
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第２章 中山間地域の現状と課題

２ 人口 ①人口の動向
〇2045年頃には中山間地域の老齢人口（65歳以上）が生産年齢人口（15～64歳）を上回る。

【資料】「国勢調査（総務省）」、「地域の農業を見て・知って・活かすＤＢ、将推計人口（H30年推計）男女・年齢
別人口(農林水産省）」をもとに県中山間地域対策課が作成 8

＜参考＞富山県の人口ピラミッド
（令和5年10月1日現在）

第２次ベビーブーム世代が65歳以上に
なる2035年～2045年にかけて生産年齢
人口が急激に減少する見込み



第２章 中山間地域の現状と課題

２ 人口 ②移住・関係人口
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○ 県外からの移住者数は年々増加しており、R5年度は過去最高の966名。

○ 世帯主の年代では、20～40代が439世帯で全体の75.0％。

○ 移住前居住地では、東京都など首都圏からの移住者が多い。
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〇 世帯主の年代 〇 移住前居住地
移住前居住地 移住者数（人）

東京都 253(26.2%)

石川県 153(15.8%)

神奈川県 80(8.3%)

愛知県 74(7.7%)

埼玉県 56(5.8%)

首都圏
(東京,神奈川,千葉,埼玉)

430人(44.5%)
大阪圏
(大阪,京都,兵庫)

90人(9.3%)
名古屋圏
(愛知,三重,岐阜)

96人(9.9%)

（人）
〇 県・市町村の相談窓口等を通した移住者数の推移



第２章 中山間地域の現状と課題

２ 人口 ②移住・関係人口

成長戦略のビジョン「幸せ人口1000万～ウェルビーイング先進地域、富山」

・ウェルビーイングの向上により人材交流の活性化、人材の集積を図り、富山県成長戦略
の取組みを進め、「関係人口1000万人」を目指す。

関係人口の定義・分類

富山県関係人口調査（R4.12）では、幅広く関係人口を捉える観点で、以下の定義・分類で実施

（１）～（３）のいずれにも当てはまる方

（１）県外在住者
（２）本県と何らかの関わり（地域貢献、消費、情報収集・発信）を有している（行動している）者
（３）他の都道府県でも同様の選択肢がある中で「あえて富山県」を選択する者で「直近１年間
に１回以上の関係を有する者」及び本県と地縁を有する者

【富山県における関係人口の定義】
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分類 推計値（人） 主な例

訪
問
系

地域の課題解決・活性化の
取組みに関わる者

240,688 ボランティア、地域プロジェクト参画者など

二拠点労働者
（デュアルワーカー） 51,124 兼業者、副業者、テレワーク、ワーケーションなど

県内イベント等参加者 66,221
富山マラソン、富山湾岸サイクリング、
農泊体験の参加者など

県産品購入者（訪問） 1,031,343 県産品の購入者、仕入れ業者など

非
訪
問
系

支援者 341,128
ふるさと納税者、寄付者、ファン倶楽部会員、
情報発信者（インフルエンサー）など

県外イベント参加者 336,010 観光物産展参加者、スタートアップ事業参加者など

県産品購入者（非訪問） 925,665
県産品のEC購入者、仕入れ業者、
アンテナショップ会員など

SNS等での情報取得 55,852 ＳＮＳメルマガ等の登録者など

地
縁

縁故者、県出身者、
県内大学の出身者 465,951

就学、就労などで本県に居住した経験のある者、
各地域の県人会会員、県外に在住する県出身者
（県外大学等への進学者、県外企業への就職者等）など

推計値合計 3,513,982

関係人口の定義・分類

本県関係人口の定義に基づき、Ｒ４年（１年間）の関係人口を約３５０万人と推計

関
係
性
の
度
合
い

深い

浅い

11



R6年度富山県成長戦略会議での議論

R6年度富山県成長戦略会議では、より機動的・戦略的に関係人口を拡大・深化する
ため、関係人口を改めて以下の４類型に分類して議論
・風の人型（一時的な居住経験があり、その後行き来する人）
・二拠点居住型（本県と他地域に拠点を持ち、行き来する人）
・来訪型（他地域から訪れる人）
・バーチャル型（県外にいながら、ふるさと納税や特産品の購入など、お金や物を

媒介してつながる人）
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深い
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①風の人型
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〇地域コミュニティの維持・活性化に向けて、専門家（講師）を派遣し、住民主体の
地域の未来像に関する話し合いやアクションプラン（地域づくり計画）の策定を支援。

■第１期の取組み 中山間地域「話し合い」促進事業

＜「話し合い」の基本的な流れ（イメージ）＞

第０回 事前説明会＆ファシリテーター研修
話し合いの円滑な運営のスキル等を学ぶ

第１回 地域のみらい大予測
住民が地域の望ましい未来像を話し合う

第２回 まち点検＆アイデア大会
まちを実際に歩きを行い、望ましい未来像実現に向けた

アイディアを話し合う

第３回 みんなでつくるアクションプラン
実施体制、スケジュール、資金 調達方法等について

望ましい未来像実現に向けた活動計画（アクションプラン）
としてまとめる

第３章 中山間地域を取り巻く新たな動き
１ 住民主体の地域づくりの広がり



年度 市町村 地区名 実施主体
地域データ

集落数 人口 世帯数

令和元年（８地区） ＜富山市＞黒瀬谷 ＜魚津市＞西布施,上中島,片貝,上野方 ＜砺波市＞栴檀野 ＜小矢部市＞南谷 ＜南砺市＞山野

令和２年（３地区） ＜富山市＞小見 ＜氷見市＞十二町 ＜南砺市＞平

令和３年（７地区） ＜富山市＞山田西部 ＜氷見市＞柳田 ＜黒部市＞東布施 ＜砺波市＞東山見 ＜南砺市＞福野東部,上平 ＜朝日町＞山崎

令和４年
(11地区)

富山市 八尾町上四町 八尾町上四町未来創造会議 ４ 773 340

富山市 細入 細入自治会連合会 10 1,199 504

富山市 上滝 上滝地区自治振興会 15 2,584 1,131

魚津市 松倉 松倉自治振興会 12 968 373

氷見市 宇波 宇波地域づくり協議会設立準備会 ８ 1,306 517

黒部市 愛本 愛本自治振興会 ９ 636 270

砺波市 雄神 雄神地区自治振興会 ３ 742 256

南砺市 安居 安居地区協議会 ２ 548 189

南砺市 井口 井口地域づくり協議会 ９ 1,131 394

南砺市 太美山 太美山地域づくり協議会 ８ 315 116

立山町 東谷 東谷活性化協議会 ８ 392 168

令和5年
（11地区）

富山市 神保 神保地区自治振興会 19 4,878 1,782

富山市 福沢 福沢地区自治振興会 10 808 340

氷見市 碁石 碁石地域づくり協議会 6 516 262

黒部市 石田 石田自治振興会 8 5,655 2,492

黒部市 内山 内山自治振興会 5 376 186

黒部市 下立 下立自治振興会 5 917 380

南砺市 利賀 利賀地域づくり協議会 19 437 204

南砺市 福野南部 福野南部地域づくり協議会 6 1,933 626

南砺市 北山田 北山田地域づくり協議会 14 1,463 482

南砺市 西太美 西太美地域づくり協議会 10 708 248

南砺市 福光 いつついし自治会 18 3,390 1,407

14

【参考】中山間地域話し合い促進事業による支援地域（R1～R5：40地域）
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〇地域の活性化に向けて、地域団体等が取り組む
試行的な活動に対して支援

■第１期の取組み 中山間地域チャレンジ支援事業

■事業主体：中山間地域に位置する集落
・地域運営組織、企業、団体等

■募集の方法：県HPの掲載やチラシ配布による公募
(募集期間:４月初～１か月程度)

■支援対象とする取組み
中山間地域活性化に向けた幅広い取組みが対象

■助成額：
【ソフト事業】一般枠：上限25万円（定額）×３年

知事特認枠：上限50万円（定額）×３年

【ハード枠】補助率1/2×補助上限100万円以内

■採択予定地区数：ソフト 14地区程度
ハード 2地区程度

※採択地区は外部委員による審査会で決定。

第３章 中山間地域を取り巻く新たな動き
１ 住民主体の地域づくりの広がり



里山食堂のそば

空き家を利用した移住体験施設
「片貝来られハウス」

（振興会で整備し、管理・運営）

・旧小学校舎を宿泊施設併設のコミュニティセンターとして再整備し、
振興会が指定管理者として運営
宿泊者への食事として地元料理の開発「ほっこり飯」
カフェのオープン（地元食材を用いたメニュー開発）
片貝を楽しんでもらう「体験プログラム」（有料・無料）を提供

カフェ シェルピース（メニュー開発）

自然遺産巡りツアー
川遊び体験
サイクリングフォト
ラリー
ミニマラソニック
スノーシュー体験
みそ玉つくり
革製品つくり
など

【参考】＜事例①＞片貝地域振興会（魚津市片貝）

R1：話し合い促進事業、R2-4：中山間チャレンジ支援事業実施地区

16
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・旧幼稚園舎を市から譲渡を受け、地域の交流施設として再整備
カフェ、直売コーナー、レンタルスペースの運営
入居者「森のこども園」との連携して地域とイベント交流

交流施設内でのコミュニ
ティカフェの開設
・週末週替わりスタッフで
営業

・定期的に送迎付き居酒
屋も実施

R1：話し合い促進事業、R2-4：中山間チャレンジ支援事業実施地区

他にも多くの活動を実施中
空き家活動移住推進
直売所のスーパー化
公園活用
イベント支援
貸農園 など

園庭（公園）
入居者との連携

コワーキングスペース 直売コーナー

【参考】＜事例②＞せんだんの活性化委員会（砺波市栴檀野）



④★
★①

③★

⑤★

⑦★
⑥★

②★
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地域の将来ビジョンを策定（１年目）

位置図

第３章 中山間地域を取り巻く新たな動き
１ 住民主体の地域づくりの広がり

〇本県において、４市１町の７地区で取り組んでいる。（令和６年度）

■農村RMOモデル形成の取組み状況

〇令和５年度から、地域と伴走し、サポートする人材の育成にも取り組んでいる。

■農村RMO伴走支援の取組み状況

将来ビジョンに基づく調査、実証等（２、３年目）

③黒瀬谷KIRARI活性化協議会（富山市）
④速川地区まちづくり協議会（氷見市）
⑤大鋸屋地域づくり協議会（南砺市）
⑥東谷活性化協議会（立山町）
⑦釜ヶ渕みらい協議会（立山町）

①十二町持続可能な地域づくり
推進協議会（氷見市）

②東山地区まちづくり協議会（黒部市）

「農村ＲＭＯ伴走者」は、農村ＲＭＯ形成を目指す地域で、農業振興等に係る現状分析や合意形成など
をサポートする人材で、県内の市町村及び県職員等中山間地域振興に関わる行政職員、NPO法人、集落
支援員等を対象に人材育成を実施

参考事例：釜ヶ渕みらい協議会（立山町）

事業の実施

旧農協倉庫を活用し、地域
交流拠点の整備

遊休農地を活用し、交流しな
がら農作業ができる場づくり

農用地の保全 地域資源の活用

■農村RMOの必要性
〇農業生産活動のみならず、集落維持に必要な機能が脆弱化しているため、様々な関係者と
連携し、地域コミュニティの機能を維持・強化することが必要

■農村型地域運営組織（農村RMO）
〇複数の集落機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援
等地域コミュニティ機能の維持に資する取組みを行う組織

18
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第３章 中山間地域を取り巻く新たな動き
２ 田園回帰の潮流

■地域おこし協力隊制度
〇都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、生活の拠点を移した者を、
地方公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱。（活動期間：１~３年）
隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等

の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」
を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組。

地域おこし協力隊員数の推移

年度 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年 元年 ２年 ３年 ４年 ５年

全国
（人）

８９ ２５７ ４１３ ６１７ ９７８ １,６２９ ２,７９９ ４,０９０ ４,９７６ ５,５３０ ５,５０３ ５,５６０ ６,０１５ ６,４４７ ７,２００

富山県
（人）

０ ３ ４ ３ ６ ７ ２２ ４１ ５５ ６０ ５６ ５３ ５５ ５７ ６１

＜全国＞
隊員の約４割は女性
＜富山県＞
隊員の約４割は女性

＜全国＞
隊員の約７割が20歳代と30歳代
＜富山県＞
隊員の約５割は20歳代と30歳代
40歳代が約４割

＜全国＞
定住率は約65％
＜富山県＞
定住率は約66％

⇒ 隊員として地方で活躍する若者は年々増加

※ 隊員数は、総務省の「地域おこし協力隊推進要綱」に基づくもの（いずれも特別交付税算定ベース）。
※ 全国の平成26年度から令和３年度の隊員数は、名称を統一した旧「田舎で働き隊（農水省）」の隊員数を含む。
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第３章 中山間地域を取り巻く新たな動き
２ 田園回帰の潮流

■移住相談窓口等において受け付けた相談件数

〇各都道府県・市町村の移住相談窓口等において受けた相談件数は、令和２年度に減少
に転じていたが、令和３年度以降は再び増加傾向に転じ、令和４年度は過去最多。

【資料】令和４年度における移住相談に関する調査結果（総務省）
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第３章 中山間地域を取り巻く新たな動き
３ 多様な働き方の浸透と新たなビジネスへの支援強化

■テレワークの導入状況

■社外での副業・兼業を
認めている企業割合

〇テレワークを導入している
企業の割合は、コロナ禍が明
け減少傾向にあるものの、
約５割となっている。

【資料】令和５年通信利用動向調査（総務省）

【資料】副業・兼業に関するアンケート調査結果
2022年10月11日（（一社）日本経済団体連合会）
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第３章 中山間地域を取り巻く新たな動き

３ 多様な働き方の浸透と新たなビジネスへの支援強化

■国の動き：スタートアップ育成５か年計画
＜新しい資本主義実現会議決定（令和４年11月28日）＞

■富山県成長戦略（令和４年２月）

〇日本にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出し、第二の創業ブームを実現
するため、①人材・ネットワークの構築、②資金供給の強化と出口戦略の多様化、
③オープンイノベーションの推進、の３本柱を一体として強力に推進し、着実に実行。

〇成長戦略の中核となる６つの柱
① ウェルビーイング戦略
② まちづくり戦略
③ ブランディング戦略
④ 新産業戦略
⑤ スタートアップ支援戦略
⑥ 県庁オープン化戦略

〇スタートアップ支援戦略
・スタートアップ(起業)にチャレンジする人が、
県内でのびのびと活動できる環境づくり

・スタートアップ企業に対する
集中的支援やネットワークの構築

・代替わりで飛躍する「跡継ぎベンチャー」
候補を見つけ、支援

支援例）大学を中心に各地域で産学官が連携し研究の事業化を支援するプラットフォームの形成や、
小中高、大学生への起業家教育の拡大、スタートアップへの投資等の税制優遇措置 など
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第３章 中山間地域を取り巻く新たな動き

４ 新しい技術の進展

■「スマート農業技術活用促進法（※）」（令和６年10月施行予定）
〇基幹的農業従事者が急減する中、スマート農業技術の活用を促進することで、生産性の
向上を図る
※農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律

■スマート農業技術の活用
〇令和６年６月から富山県スマート農業高精度位置補正情報
サービス（富山RTKサービス）の提供を開始し、スマート
農機の自動走行に必要な環境を整備

〇急傾斜地など人が作業しにくい場所でリモコン草刈機を活用
〇ハウス内の環境をスマートフォン等で遠隔地から確認、制御

傾斜地でのリモコン
草刈機の利用

■農業支援サービスの活用
〇ドローンによる農薬散布やリモコン
草刈機による除草などの農作業代行
サービスの広がり

ロボット田植機

農業支援サービスによる
ドローン農薬散布
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第３章 中山間地域を取り巻く新たな動き
４ 新しい技術の進展

■森林の現況
〇人口減少により人手が不足するなか、県内の人工林は本
格的な利用期を迎えており、森林資源の循環利用を図るた
めには、スマート林業の推進などにより林業の生産性を向
上させることが必要。

■スマート林業の推進

〇県、市町村、関係団体、林業機械メーカー等で構成する「富山県林業イノベーション
推進協議会」でのスマート林業技術の実証などにより、生産性の向上や作業者の安全確
保に取り組むとともに、県林業カレッジにおいてＩＣＴ等を活用できる人材を育成。

アプリを活用した伐採木の計測 マーキングや通信機能を備えた
高性能林業機械（ハーベスタ）

利用可能な

森林資源

民有林人工林齢級別面積及び蓄積

スマート林業技術の講習



第３章 中山間地域を取り巻く新たな動き
４ 新しい技術の進展

■狩猟免許交付状況と課題
〇狩猟者免許交付者における年齢構成
は、 60歳以上が全体の５割を占めて
おり、若い世代の育成とともに、ICT等
新技術を活用した負担軽減が必要。

■先進技術を活用した鳥獣被害対策
〇ICT等新技術を活用した檻や柵の見回り等の被害防止対策を支援。

獣サイズ判別センサー式自動捕獲システム 電気柵監視システム

成獣など狙ったサイズの捕獲を可能とし、

小動物の誤捕獲を防止

電気柵の電圧をインターネットで監視できる

システムで、電圧をスマホでも確認でき、現

地に行く手間を軽減

60
歳
以
上
が
約
５
割

捕獲自動通知システム

捕獲された情報がスマホに自動通知され、

現地への見回りの負担を軽減

25
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第３章 中山間地域を取り巻く新たな動き

４ 新しい技術の進展

■デジタル行財政改革会議（令和５年10月６日閣議決定）

〇急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直
し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持・強化と地域経済の活性化を
図り、社会変革を実現

⇒ 日本全体の人口減少による担い手不足に対応するため、
デジタル化を加速し、社会制度の変革を促進

例）自家用有償旅客運送制度の改善、自動運転事業化の加速 など
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第３章 中山間地域を取り巻く新たな動き

５ 国の動き

■「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」（令和３年４月１日施行）
〇前文・目的（第１条）
過疎地域の役割、課題、目指す姿を前文で明らかにするとともに、法の目的を「過疎地

域の持続的発展」に見直し

〇過疎対策の目標（第４条）
目標の項目の追加（人材の確保・育成、情報通信技術の活用、再生可能エネルギーの利

用促進等）

〇都道府県の責務（第６条）
都道府県の責務を規定（広域施策、市町村に対する人的・技術的援助等）

■「食料・農業・農村基本法」改正（令和６年６月５日施行）

〇改正のポイント
① 国民一人一人の「食料安全保障」を基本理念の中心に
② 「環境と調和のとれた食料システム」を新たな基本理念に
③ 人口減少下における農業生産の方向性を明確化
④ 人口減少下における農村の地域コミュニティの維持を明確化
⑤ 「食料システム」の位置付けと関係者の役割を明確化
⑥ 改正基本法に基づく次期基本計画の策定



過疎地域は、食料、水及びエネルギーの安定的な供給、自然災害の発生の防止、生物の多様性の

確保その他の自然環境の保全、多様な文化の継承、良好な景観の形成等の多面にわたる機能を有

し、これらが発揮されることにより、国民の生活に豊かさと潤いを与え、国土の多様性を支えてい

る。

また、東京圏への人口の過度の集中により大規模な災害、感染症等による被害に関する危険の増

大等の問題が深刻化している中、国土の均衡ある発展を図るため、過疎地域の担うべき役割は、一

層重要なものとなっている。

しかるに、過疎地域においては、人口の減少、少子高齢化の進展等他の地域と比較して厳しい社

会経済情勢が長期にわたり継続しており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、情報

化、交通の機能の確保及び向上、医療提供体制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活性化、

農地、森林等の適正な管理等が喫緊の課題となっている。

このような状況に鑑み、近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通

信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域の課題の解決に資する動きを加速させ、これら

の地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地

域活力の更なる向上が実現するよう、全力を挙げて取り組むことが極めて重要である。

ここに、過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を

制定する。

◇「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」（抜粋）
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（目的）

第１条 この法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び

生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実

施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって

人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある

国土の形成に寄与することを目的とする。



◇「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」（抜粋）
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（過疎地域の持続的発展のための対策の目標）

第４条 過疎地域の持続的発展のための対策は、第一条の目的を達成するため、地域における創意工

夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。

一 移住及び定住並びに地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等を図ることによ

り、多様な人材を確保し、及び育成すること。

二 企業の立地の促進、産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、情報通信産業の振興、中小企業

の育成及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用機

会を拡充すること。

三 通信施設等の整備及び情報通信技術の活用等を図ることにより、過疎地域における情報化を進

めること。

四 道路その他の交通施設等の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保を図ることに

より、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通の機能を確保し、及び向上させること。

五 生活環境の整備、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保並

びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。

六 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。

七 美しい景観の整備、地域文化の振興、地域における再生可能エネルギーの利用の推進等を図る

ことにより、個性豊かな地域社会を形成すること。

（都道府県の責務）

第６条 都道府県は、第一条の目的を達成するため、第四条各号に掲げる事項につき、一の過疎地域

の市町村の区域を超える広域にわたる施策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助そ

の他必要な援助を行うよう努めるものとする。
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自然や景色
48.4%

住みやすい

環境
18.0%

人や人情
5.2%

伝承文化・芸能
4.3%

歴史、名所・

旧跡
3.2%

食べ物・食文化
5.1%

特にない
4.5%

わからない
6.2%

その他
0.3% 無回答

4.8%

＜参考＞令和元年度県政世論調査

自然や景色
58.6%

住みやす

い環境
12.9%

人や人情
5.7%

伝承文化・芸能
2.7%

歴史、名所・旧跡
1.8%

食べ物・食文化
2.6%

特にない
4.6%

わからない
8.4%

その他
0.4% 無回答

2.3%

令和５年度県政世論調査

（１）中山間地域の魅力について（単一回答）

令和５年度県政世論調査

「自然や環境」 Ｒ１→Ｒ５ １０．２ポイント増
「住みやすい環境」 Ｒ１→Ｒ５ ５．１ポイント減

その他の参考データ
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54.5 

59.9 

61.0 

65.9 

60.5 

53.9 

60.6 

16.0 

11.9 

11.0 

7.6 

11.4 

13.9 

24.2 

9.2 

5.7 

4.7 

2.5 

1.2 

1.7 

2.8 

3.1 

2.0 

0.7 

3.6 

4.3 

3.0 

1.9 

2.3 

2.7 

1.1 

1.8 

2.3 

1.4 

2.7 

2.2 

3.0 

8.7 

3.7 

4.8 

5.3 

5.4 

4.8 

6.1 

3.0 

6.4 

8.5 

8.3 

12.3 

12.0 

7.8 

9.1 

0.5 

0.3 

0.3 

0.7 

2.7 

2.0 

2.0 

1…

1.8 

3.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70歳以上（N=738）

60～69歳（N=352）

50～59歳（N=300）

40～49歳（N=276）

30～39歳（N=167）

20～29歳（N=115）

18、19歳（N=33）

自然や景色 住みやすい環境 人や人情 伝統文化・芸能 歴史、名所・旧跡 食べ物・食文化 特にない わからない その他 無回答

（１）「中山間地域の魅力について」の設問における「住みやすい環境」と
回答した方の年齢別の比較

令和５年度県政世論調査
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1.4 

1.4 

4.0 

7.8 

8.8 

9.3 

12.1 

14.8 

19.7 

21.2 

22.5 

23.1 

27.0 

27.9 

40.3 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

無回答

その他

ワーケーションのためのワーキングスペースやシェアオフィスの充実

ＩＣＴインフラの強化

地域住民との交流の機会の創出

わからない

中山間地域への移住の促進

農作業や味覚狩りなど体験プログラムの実施

地域の見どころや祭りなどの情報発信の強化

鳥獣害対策の充実

農林業の活性化

特産品の開発や地場産品を活用した食事の提供

田園風景や趣あるまちなみなど景観の保全

地域公共交通の利便性の向上

空き家や廃校の活用

（％）

（２）中山間地域の魅力を向上するためにはどのような取組みが必要か
（複数回答：３つ以内）

令和５年度県政世論調査
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18.8 

18.2 

20.7 

16.7 

19.8 

30.4 

36.4 

19.7 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

70歳以上

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

18.19歳

全体

地域の見どころや祭りなどの情報発信の強化

(%)

（２）「中山間地域の魅力を向上するためにはどのような取組みが必要か」の設問における
「地域の見どころや祭りなどの情報発信の強化」と回答した方の年齢別の比較

令和５年度県政世論調査


